
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②ページ   「犬のフン」は、飼い主が持ち帰りましょう。 

 
広報紙は笠間市ホームページでもご覧になれます。     ⑦ページ 

 

 

日時 7 月 27 日（水）・8月 3 日（水）  

午前 9 時～正午 

対象 市内在住、在勤の方  

定員 20 名（定員を超えた場合は抽選） 

内容 古布やビニールロープを使い草履作

りを学びます。 

参加費 200 円 

講師 安見
あ み

 珠子
た ま こ

さん 

申込方法 笠間公民館の窓口に直接申し込

むか、はがきで①草履づくり講座

②氏名（ふりがな）③郵便番号・

住所④電話番号を記入の上、お申

し込みください。 

申込期限 6 月 22 日（水）必着 

※準備品（古布）など詳細については、後日

ご連絡します。 

申・問 〒309-1613 笠間市石井 2068-1 

笠間公民館 ℡ 0296-72-2100 

受付時間 午前 9 時～午後 5時 15 分 

（月曜日は休館） 

 

⑲笠間公民館講座『草履づくり講座』 

の参加者を募集

⑳スイーツ・スイーツの受講生を募集！ 

★ヘルシースイーツ おからと豆腐クリー

ムのトライフル★ 

日時 7 月 12 日（火）  

午前 9時 30 分～正午 

場所 友部公民館 2 階 調理室 

対象 市内在住、在勤の方 

定員 15 名（定員を超えた場合は抽選） 

内容 「おからと豆腐クリームのトライフル」 

※トライフルとは、イギリスの伝統的なお菓

子で「ありあわせのもの・ありふれたもの」

という意味です。 

参加費 800 円（受講料、材料代） 

講師 あだち ひろみさん(自然料理人)   

申込方法 友部公民館の窓口に直接申し込

むか、はがきに①講座「おからと

豆腐クリームのトライフル」②氏

名（ふりがな）③電話番号④郵便

番号・住所を記入の上、お申し込

みください。（電話・FAX 不可） 

申込期限 7 月 1 日（金）必着 

申・問 〒309-1737 笠間市中央 3-3-6 

    友部公民館 ℡ 0296-77-7533 

受付時間 午前 9 時～午後 5時 15 分 

（月曜日は休館） 

 

 

 

日時 7 月 9 日（土）・16 日（土） 

午前 9時 30 分～11 時 30 分 

対象 市内在住、在勤の方で小学 5･6 年生か

ら高校 3年生までの女性・保護者等 

定員 10 組（定員を超えた場合は抽選） 

内容 浴衣の基本的な着方や半幅帯での文

庫結びや変わり結びを学びます。 

参加費 200 円 

講師 今 泉
いまいずみ

 翠
すい

扇
せん

さん 

申込方法 笠間公民館の窓口に直接申し込

むか、はがきで①親子着付け講座

②保護者名（ふりがな・年齢）③

子ども氏名（ふりがな・年齢・学

年）④郵便番号・住所⑤電話番号

をご記入の上、お申し込みくださ

い。 

※浴衣、半幅帯、小物等は、各自ご持参くだ

さい。詳細については、後日連絡します。

申込期限 6 月 19 日（日）必着 

申・問 〒309-1613 笠間市石井 2068-1 

笠間公民館 ℡ 0296-72-2100 

受付時間 午前 9 時～午後 5時 15 分 

（月曜日は休館） 

 

○21笠間公民館講座『親子着付け講座』

の参加者を募集

 

 

～生ケーキのデコレーションを親子で体験～ 

日時 7 月 9 日（土） 

午前 9時 30 分～11 時 30 分 

集合場所 友部公民館 1 階 ロビー 

体験場所 お菓子夢工場 亀じるし 本店 

対象 市内小学生の親子（2 人 1 組） 

定員 15 組（定員を超えた場合は抽選） 

参加費 1 組 1,100 円 

（受講料、材料代、見学料） 

申込方法 友部公民館の窓口に直接申し込む

か、はがきに①講座『親子でケー

キデコ』②児童名（ふりがな）③

学校名④学年⑤電話番号⑥郵便番

号・住所⑦保護者名（ふりがな）

を記入の上、お申し込みください。

（電話・FAX 不可） 

申込期限 6 月 29 日（水）必着 

申・問 〒309-1737 笠間市中央 3-3-6 

友部公民館 ℡ 0296-77-7533 

受付時間 午前 9 時～午後 5時 15 分 

（月曜日は休館） 

 

○22親子チャレンジ教室「親子でケーキ

デコ」の受講者を募集

             ③水戸税務署からのお知らせ              

 東日本大震災により住宅や家財などに被害を受けられた方は、震災特例法の施行により、平成

22 年分所得税の全部または一部を軽減することができる場合があります。 

詳しくは水戸税務署（℡ 029-231-4211 自動音声案内に従って専用番号「０（ゼロ）」を選択

してください。）に問い合わせるか、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）をご覧ください。 

また、今回の大震災における税制上の措置として、以下のようなものがあります。 

税制上の措置 概要 

申告・納税等の 

期限延長 

平成 23 年 3 月 11 日以降に到来するすべての国税の申告・納税等の

期限が延長されています。（平成 23 年 5 月現在の状況です。） 

所得税の軽減 

または免除 

所得税法に定める雑損控除、または、災害減免法に定める税金の軽

減免除のどちらか有利な方法で所得税の軽減・免除が受けられま

す。 

源泉所得税の 

徴収猶予・還付 

所得税の軽減または免除が受けられる方は、給与・公的年金・報酬

料金に係る源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。

住宅借入金等 

特別控除の特例 

住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅に居住できなくな

った場合でも、控除期限は、引き続き適用を受けることができます。

財産形成住宅（年金）の

利子等の非課税 

大震災で被害を受けたことにより、払出しを受ける方は、その払出

しに係る利子等は課税されません。 

納税の猶予 
財産に相当な損失を受けた方や国税を一時に納付することが困難

な方は、納税の猶予を受けることができます。 

予定納税額の減額 
平成 23 年分の所得税の見積額が、予定納税基準額に満たないと見

込まれる場合は、予定納税額を減額することができます。 

このほか、自動車が廃車となった場合の自動車重量税の特例還付や買換車両に係る自動車重量

税の免除が受けられます。また、被災された方が作成する「消費貸借契約書」（金銭借用書）、「不

動産譲渡契約書」、「建設工事請負契約書」の印紙税が非課税となります。 
問 水戸税務署 ℡ 029-231-4211（自動音声案内） 

 

 

 女性に対する暴力（ドメスティック・バイ

オレンス、ストーカー、セクシュアル・ハラ

スメント）や離婚に関する諸問題、職場にお

ける差別など、女性の権利一般に関する無料

電話相談を実施します。これらの問題に詳し

い弁護士が、対処の方法や正しい法律知識を

提供し、適切なアドバイスを行います。お気

軽にご相談ください。 

日時 6 月 27 日（月）午後 1 時～4時 

電話番号 029-232-3151 

     029-232-3161 

問 茨城県弁護士会 ℡ 029-221-3501 

 

④弁護士による臨時無料電話相談「女

性の権利 110 番」を開設 

    ⑤震災でお困りの方々へ    

 茨城県弁護士会では、東日本大震災に関す

る相談を無料で行っています。どうぞ、お気

軽にご相談ください。 

【無料電話相談】 

 電話番号 029-222-7072 

      029-222-7073 

 日時 月～金曜日（祝日を除く） 

午前 10 時～午後 4 時 

    （6 月末ころまで） 

【無料面談相談】※予約制 

 予約電話番号 029-227-1133 

 日時 月～金曜日（祝日を除く） 

午後 1 時～4時 

 場所 茨城県弁護士会館 2 階 

    （水戸市大町 2-2-75） 

問 茨城県弁護士会 ℡ 029-221-3501 

 


